
市
・
県
民
税

平
成
1
6年
度
の
市
・
県
民
税
の
算

定
の
基
と
な
る
昨
年
1
年
間
の
所
得

金
額
な
ど
を
申
告
す
る
も
の
で
す
。

こ
の
市
・
県
民
税
の
申
告
を
さ
れ
て

い
な
い
と
、
国
民
健
康
保
険
料
や
介

護
保
険
料
の
決
定
、
所
得
証
明
の
発

行
な
ど
に
不
都
合
が
生
じ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず
申
告
し
て
く

だ
さ
い
。

市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
方

に
は
、
市
・
県
民
税
の
申
告
書
を
お

送
り
し
ま
す
の
で
、
裏
面
の
「
申
告

書
の
書
き
方
」
を
よ
く
読
ん
で
記
入

の
う
え
、
指
定
さ
れ
た
相
談
日
に
申

告
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
申
告
が
必
要
な
人
で
、
申

告
書
が
届
い
て
い
な
い
人
は
、
市
民

税
係
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
人

今
年
の
1
月
1
日
現
在
、
長
門
市

内
に
住
所
の
あ
る
人
で
、
次
の
人
は

除
き
ま
す
。

①
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
た
人

②
昨
年
中
、
無
収
入
で
誰
か
の
扶
養

に
な
っ
て
い
る
人

③
昨
年
中
、
給
与
収
入
ま
た
は
公
的

年
金
収
入
だ
け
で
、
事
業
所
な
ど

か
ら
市
へ
給
与
支
払
報
告
書
ま
た

は
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書
が
提

出
さ
れ
て
い
る
人

必
要
な
も
の

・
印
鑑

・
申
告
書
が
送
ら
れ
て
い
る
人
は
、

そ
の
申
告
書

・
農
業
所
得
の
あ
る
人
は
、
営
農
囗

座
年
間
集
計
表
（
営
農
取
引
の
あ

る
人
）、
そ
の
他
必
要
経
費
と
な
る

領
収
書
等

・
給
与
や
公
的
年
金
な
ど
の
あ
る
人

は
、
そ
の
源
泉
徴
収
票

・
医
療
費
控
除
を
受
け
る
人
は
、
支

払
っ
た
医
療
費
の
領
収
書
や
保
険

な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
る
金
額
の
明

細
書
（
医
療
費
の
領
収
書
等
は
、

あ
ら
か
じ
め
医
療
を
受
け
た
人
ご

と
、
医
療
機
関
ご
と
に
整
理
し
集

計
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
）

・
社
会
保
険
料
控
除
や
生
命
・
損
害

保
険
控
除
を
受
け
る
人
は
、
各
種

支
払
証
明
書
や
領
収
書

・
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受
け

る
人
は
、
住
民
票
の
写
し
、
登
記

簿
謄
本
ま
た
は
抄
本
、
請
負
契
約

書
ま
た
は
売
買
契
約
書
の
写
し
、

住
宅
取
得
資
金
に
係
る
借
入
金
の

年
末
残
高
証
明
書
な
ど

・
災
害
な
ど
で
雑
損
控
除
を
受
け
る

人
は
、
被
災
状
況
の
写
真
、
工
事

代
金
の
領
収
書
（
工
事
代
金
の
内

訳
が
わ
か
る
よ
う
に
）、
保
険
な
ど

で
補
填
さ
れ
る
金
額
の
明
細
書

固
定
資
産
税
の

課
税
証
明
が
必
要
な
人

不
動
産
所
得
や
事
業
所
得
な
ど
で
、

事
業
用
資
産
の
固
定
資
産
税
額
を
必

要
経
費
と
し
て
申
告
さ
れ
る
場
合
は
、

課
税
証
明
が
必
要
で
す
。

な
お
、
平
成
1
5年
度
固
定
資
産
税

納
税
通
知
書
に
同
封
し
て
あ
る
「
課

税
明
細
書
」
を
申
告
会
場
に
ご
持
参

い
た
だ
け
れ
ば
、
課
税
証
明
は
必
要

あ
り
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ

所
得
税
に
つ
い
て

長
門
税
務
署

・
2
2
・
2
4
4
1

市
・
県
民
税
に
つ
い
て

市
役
所
税
務
課
市
民
税
係

・
2
3
・
1
1
2
4

固
定
資
産
税
の
課
税
証
明
に
つ
い
て

市
役
所
税
務
課
固
定
資
産
税
係

・
2
3
・
1
1
2
5

国
保
年
金
係
か
ら
の
お
知
ら
せ

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
は
、

た
と
え
税
法
上
の
申
告
義
務
が
免
除
さ
れ

て
い
て
も
、
前
年
中
の
所
得
を
申
告
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

未
申
告
の
ま
ま
で
い
る
と
、
適
正
な
保

険
料
賦
課
が
で
き
な
い
だ
け
で
な
く
、
保

険
料
の
軽
減
判
定
や
高
額
医
療
費
の
限
度

額
算
定
等
に
お
い
て
不
利
益
な
扱
い
を
受

け
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
事
業
の
健
全
な
運
営
を

図
る
た
め
に
も
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

市
民
生
活
課
国
保
年
金
係2

3
・
1
1
3
0

平成16 年度　市・県民税申告相談日程表

月・日
曜

会　　 場
対　 象　 行　 政　 区

午 前 （9: 00 ～12: 00 ） 午 後 （13: 00 ～16: 00 ）
2･16 月 通 公 民 館 通1 ・2 ・3 ・4 ・5 区 通6 ・7 ・8 ・9 区

17 火 〃 通10 ・11 ・12 ・13 区 通14 ・15 ・16 区

18 水 仙 崎 公 民 館 白 潟1 ・南町・栄町・ 今浦町区 白潟2 ・ 本町・ 洲崎町・錦町区

19 木 〃 白 潟3 ・鍛 治 屋町 ・祇 園 町区 中新町・旭町・新開町・大日比区

20 金 〃 北 本町 ・幸 町 ・新 町・ 青 海区 新屋敷町・鳥 越1 ・2 ・大泊区
21 土

22 日

23 月 農 村 婦 人 の 家 山小 根 ・ 大 垰区 渋 木1 ・2 ・ 坂水 区

24 火 〃 真 木区 渋 木3 ・中 区

25 水 俵 山 公 民 館 木津 区 上 安田 ・ 下 安田 区

26 木 〃 大 羽山 区 湯 町区

27 金 〃 上 政 ・ 黒 川区 小 原区
28 土

29 日

3・1 月 俵 山 公 民 館 郷区 七 重区

2 火 物産観光センタ ー 田 屋・ 鉄 道区 湊1 東 ・ 湯 本 ・三 ノ 瀬 区

3 水 〃 湊1 西 ・ 駅前 ・ 下 郷区 上 郷・ 門 前 区

4 木 〃 河原 区 湊2 ・3 ・中 央 区

5 金 〃 上 川 西2 区 上川 西1 ・ 後ケ 迫 区

6 土
7 日

8 月 物産観光セン タ ー 大 河 内 ・小 河 内 区 境川 区

9 火 〃 中 山 ・ 正明 市1 ・2 区 板 持1 ・2 区

10 水 〃 板 持3 ・緑 ヶ 丘 区 板 持4 区

11 木 〃 殿台 ・正 明 市3 ・4 ・5 区 江 良 区

12 金 〃 下 川 西 ・上 ノ 原区 藤中 ・ 開 作区
13 土

14 日 物産観光セン ター 指 定 日 にこ ら れな か っ た 人

15 月 〃 指 定 日 にこ ら れな か っ た 人
※ で き る だ け 指定 日 に お 越 しく ださ い 。 指定 日 に こ ら れ な い 人 は 、同 一 会 場の 別 日 ま た は 予 備 日 （3 月14 ・ 15日 ）

をご 利 用く だ さ い 。
※ 市役所税務課の窓口では、申告相談を実施いたしませんので各申告会場にご来場ください。

所 得税の 確定申 告 相談日
月　　 日 時　　 間 会　　　 場

2 月16 日( 月) ～3 月15 日( 月) 9: 00 ～16 :  00 長 門 税 務 署

※ 土・日曜日はお休みです
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